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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、遠隔局を含む通信を制御する方法：
　前記遠隔局の特性を特定する、ただし、前記遠隔局の特性を特定することは、前記遠隔
局の製造業者、前記遠隔局のモデル、および前記遠隔局に独自に関連する番号の１つを特
定することを具備する；
　前記特性に基づいて、前記通信のサービスレベルの質（「一定の受信信号レベル」を除
く）に対する調節を行なう；
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて増分フィードバックに関連するパラメー
タに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、前記特性に
基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、それにより前記
サービスレベルの質を調節すること、前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連
するパラメータに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節すること
、および前記特性に基づいて消失インジケータビットフィードバックに関連するパラメー
タに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節する、方法。
【請求項２】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて伝送された信号のパラメータに対する調
節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請
求項１の方法。
【請求項３】
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　前記調節を行なうことは、前記特性および受信した信号の質に基づいて、伝送された信
号のパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより、前記通信の前記サービ
スレベルの質を調節する、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記遠隔局の電子シリアル番号を特定することを
具備する、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性のしるしを受信することを具備する、請
求項１の方法。
【請求項６】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性の要求を伝送することを具備する、請求
項１の方法。
【請求項７】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性を受信することを具備する、請求項１の
方法。
【請求項８】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性を伝送することを具備する、請求項１の
方法。
【請求項９】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性のしるしを伝送することを具備する、請
求項１の方法。
【請求項１０】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、伝送され
る電力レベルに対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービスレ
ベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、伝送され
るデータ転送速度に対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービ
スレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記伝送されるデータ転送速度に対する調節を行なうことは、伝送されるパケットの速
度に対する調節を行なうことを具備する、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記伝送されるデータ転送速度に対する調節を行なうことは、伝送される複数のパケッ
トの複数の速度に対する調節を行なうことを具備する、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、伝送される電力レベルおよび伝
送されるデータ転送速度の１つに対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項１５】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、データ通信のサービスレベルの質に対
する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項１６】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、音声通信のサービスレベルの質に対す
る調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項１７】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記通信を制御するアルゴリズムによ
り実施されるサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法
。
【請求項１８】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記通信の前記サービスレベルの質を
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選択することを具備する、請求項１の方法。
【請求項１９】
　前記サービスレベルの質を選択することは、前記特性から前記サービスレベルの質を独
自に特定することを具備する、請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記サービスレベルの質を選択することは、前記サービスレベルの質のしるしを受信す
ることを具備し、前記サービスレベルの質は、前記特性に基づいて決定された、請求項１
の方法。
【請求項２１】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記サービスレベルの質に対する前記
調節を選択することを具備する、請求項１の方法。
【請求項２２】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、無線通信
のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項２３】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、拡散スペ
クトル通信、ＦＤＭＡ通信、およびＴＤＭＡ通信の１つのサービスレベルの質に対する調
節を行なうことを具備する、請求項２２の方法。
【請求項２４】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、セルラー
通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２２の方法。
【請求項２５】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、スペクト
ル拡散通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２４の方
法。
【請求項２６】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、ＣＤＭＡ
通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２５の方法。
【請求項２７】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、ＯＦＤＭ
通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２５の方法。
【請求項２８】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記遠隔局により
伝送される信号に関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより、
前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項２９】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータに対する前記調節のしる
しを伝送することを具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、
請求項１の方法。
【請求項３０】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータのしるしを伝送すること
を具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３１】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータに対する調節のしるしを
受信することを具備し、それにより、前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請
求項１の方法。
【請求項３２】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータのしるしを受信すること
を具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３３】
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　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記遠隔局により
受信される信号に関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項１の
方法。
【請求項３４】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、受信され
る信号の質レベルに基づいて増分を決定するために使用されるパラメータに対する調節を
、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を
調節する、請求項１の方法。
【請求項３５】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、増分のサ
イズを決定するために使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なう
ことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３６】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、受信され
る信号の質レベルに基づいて増分を決定するために使用されるパラメータに対する調節を
、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節すること、
および増分のサイズを決定するために使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に
基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３７】
　前記閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、閾値フィ
ードバックを伝送するために必要な受信信号の質レベルを調節するために使用されるパラ
メータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信の
サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３８】
　閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、閾値フィード
バックが受信されるときに適用されるサービスの質の増分を調節するために使用されるパ
ラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信
のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３９】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、ある
期間にわたって受信信号の質の報告を作成するために使用されるパラメータに対する調節
を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質
を調節する、請求項１の方法。
【請求項４０】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、通信
のサービスレベルの質を調節するために、定期報告を解釈するために使用されるパラメー
タに対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項４１】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、ある
期間にわたって受信信号の質の報告を作成するために使用されるパラメータに対する調節
を、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節すること
、および通信のサービスレベルの質を調節するために定期報告を解釈するために使用され
るパラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを含むグループの１つを具
備する、請求項１の方法。
【請求項４２】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、消失インジケータビットフィードバッ
クに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信のサー
ビスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項４３】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フ
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ィードバックを決定するために使用されるパラメータに対する調節を行なうことを具備し
、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項４４】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フ
ィードバックを解釈するために使用されるパラメータに対する調節を行なうことを具備し
、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項４５】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記遠隔局により伝送さ
れるフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項
１の方法。
【請求項４６】
　前記遠隔局によりフィードバック信号を選択することをさらに具備する、請求項４５の
方法。
【請求項４７】
　前記遠隔局により、フィードバック信号を伝送することをさらに具備する、請求項４６
の方法。
【請求項４８】
　前記遠隔局からフィードバック信号を受信することをさらに具備する、請求項４５の方
法。
【請求項４９】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記遠隔局により受信さ
れるフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項
１の方法。
【請求項５０】
　フィードバック信号を選択することをさらに具備する、請求項４９の方法。
【請求項５１】
　フィードバック信号を前記遠隔局に伝送することをさらに具備する、請求項５０の方法
。
【請求項５２】
　前記遠隔局によりフィードバック信号を受信することをさらに具備する、請求項４９の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示される実施の形態は、通信システムに関し、特に通信システムにおいてサービスの
質を調節するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のアクセス通信サービスを遠隔局に供給するために種々の技術が使用される。使用
される１つの技術は周波数分割多元接続である。ＦＤＭＡスキームを実施する基地局は、
別箇の周波数帯域を各遠隔局に割り当てる。各遠隔局は呼設定時間に基地局により割り当
てられる周波数帯域を用いて伝送する。使用されるもう一つの技術は、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）である。ＴＤＭＡスキームを実施する基地局は、複数の遠隔局を同じ周波数帯
域に割り当てるが、その帯域をタイムスロットに分け、スロットを各遠隔局に割り当てる
。もう一つの多重アクセス技術、すなわち符号分割多元接続はスペクトル拡散通信を使用
する。各遠隔局は共通の周波数帯域上で同時に通信するが、それらの伝送はウオルシュ符
号(Walsh codes)のような直交符号を用いて符号化される。符号は直交しているので、一
方の遠隔局からの伝送は、もう一つの遠隔局上の白色雑音の影響を有する。これらの技術
の各々は複数の遠隔局の間で割り当てられる共有リソースを採用する。
【０００３】
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　無線通信システムにおけるサービスの質は、データ転送速度、フレームエラーレート、
または他の信号特性の観点から表すことができる。一般に、より高いサービスの質は、シ
ステム容量のようなシステムリソースの消費を増加させることを犠牲にすることによって
のみ特定の時間に特定の遠隔局に供給することができる。例えば、マルチユーザ無線通信
システムにおいて１つの遠隔局に対してサービスの質を増加することは、システム内の他
の遠隔局に対して増加されたサービスの質を供給するために利用可能なシステム容量が少
なくなるであろうことを意味する。
【０００４】
　リソースが共有される任意の通信システムにおいて、すべての通信している局に同じサ
ービスの質が割り当てられるが、局の効率が変化するなら、結果としては、非効率なりソ
ースの割り当てである。より低い質の局は、より高い質の局として、同じサービスの質を
取得するためにより多くのリソースを必要とするので、不均衡なリソースの共有を消費す
る。従って、共有リソースは、多数の効率的な局をサポートするために十分な容量を有し
たかもしれないが、少数の非常に非効率な局のみである。
【０００５】
　通信システムが効率的な局と非効率な局の組合せを含む場合、少数の非効率な局が全体
の共有リソースを消費するかもしれない。例えば、ＣＤＭＡシステムにおいて、（順方向
リンクと呼ばれる方向において）基地局から遠隔局への伝送は共有周波数帯域内で生じる
。（逆方向リンクと呼ばれる方向において）遠隔局から基地局への伝送は、もう一方の共
有周波数帯域内において生じる。より低い質の遠隔局が基地局により高い電力レベルで順
方向リンク
信号を伝送することを要求するとき、このより高い電力レベルは、これらの順方向リンク
信号により大きな順方向リンクシステム容量を消費させる。同様に、より低い質の遠隔局
がより高い電力で逆方向リンク信号を伝送しなければならないとき、これらの逆方向リン
ク信号は、より大きな逆方向リンクシステム容量を消費するであろう。非効率な遠隔局を
動作させる結果として消費される余分な容量は、システム内でサポートすることができる
遠隔局の全体数を減少させる。アクティブ電力制御を利用するシステムにおいて、遠隔局
は、受信地域の端付近の最大電力において、または基地局間の「ハンドオフ境界」におい
て信号を送受信する。従って、非効率な遠隔局は、基地局間の受信地域の境界付近で動作
するときシステム容量の最悪の損失を生じる。
【０００６】
　一般的なシステムにおいて、より低い遠隔局により生じる非効率の結果として、ＣＤＭ
Ａサービスプロバイダは、加入者情報モジュール（ＳＩＭｓ）をサポートするために遠隔
局をしぶしぶサポートしていた。「スマートカード」とも呼ばれるＳＩＭは、種々の遠隔
局のブランド(brands)およびモデルのいずれかに接続するモジュールである。ＳＩＭは、
サービスプロバイダで特定のユーザー・アカウントを特定するデータを含む。ＳＩＭが接
続される遠隔局は、ＳＩＭに割り当てられるユーザー・アカウントにより遠隔局に適合し
たサービスを得る。特定の電話番号が、電話にではなく、ＳＩＭに割り当てられる。ユー
ザーは一方のＳＩＭを他方のＳＩＭと交換することにより遠隔局の電話番号を変更しても
よい。さらに、ＳＩＭは、請求書作成パラメータ、サービスの種類の認可されたセット、
または他の観点のサービスのようなユーザー・アカウントの他の属性を含んでもよい。
【０００７】
　基本的に、サービスプロバイダーが遠隔局の代わりにＳＩＭを顧客に販売するとき、サ
ービスプロバイダーは、顧客がシステム上で使用する遠隔局の製作とモデルを選択する能
力を失う。従って、サービスプロバイダーは、システム上で動作する遠隔局の質と効率に
対して制御も失う。サービスプロバイダーは、ユーザーが最終的にサービスの質またはシ
ステムの容量を低下するであろう安価な遠隔局を選択するであろうことを恐れる。
【０００８】
　多くのサービスプロバイダーは、それらのシステム上でＳＩＭの能力がある遠隔局の動
作を可能にする。そのようなサービスプロバイダーは、システムが最適化される、または
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効率的に動作することが知られている遠隔局モデルの特定のセットから加入者が選択する
ことを要求してもよい。このやり方は、システムの効率を最大化するかもしれないけれど
も、遠隔局モデルを選択する顧客の自由に影響を与える。多くの場合、より効率的な遠隔
局は、効率の悪い遠隔局よりもより多くの費用がかかるであろう。従って、顧客の選択を
より効率的な遠隔局のみに限定することは、潜在的な新しい顧客の加入に対して価格障壁
を引き起こすかもしれない。それゆえ、システムの効率と容量を犠牲にすることなくより
大きな遠隔局の選択から顧客が選択することを可能にする方法の必要性がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ここに開示される実施の形態は、各遠隔局の属性に基づいて通信システムにおいてサー
ビスの質を調節するシステムおよび方法を提供することにより上述した必要性に対処する
。
【００１０】
　一般的に言えば、開示される実施の形態は、効率の測定基準、容量、および、例えば、
限定されるものではないが、データ速度、エラーレート、ドロップコール(dropped call)
、ブロックコール(blocked call)、ブロックハンドオフ(blocked handoff)等を含むサー
ビスの質の種々の基準を改良するように動作する。開示される実施の形態は、その遠隔局
を含む通信に関して決定する際に遠隔局の特性を考慮することにより利点を得る。それに
対して、一般的なシステムでは、低品質の遠隔局は法外なリソースの共有を消費し、全体
のシステム性能を押し下げ、多くのサービスプロバイダーにいくつかの種類の遠隔局を排
除するように強制する。一実施の形態は、その遠隔局のための適切なサービスレベルの質
を決定するために遠隔局の質または効率を示す任意の特性を使用してもよい。開示される
実施の形態は、恐らく、経営目的を得るために、遠隔局の任意の特性に基づいて、遠隔局
の質以外の理由で遠隔局に対してサービスレベルの質を調節することを可能にする付加利
益を有する。
【００１１】
　この発明の１つの観点において、遠隔局を含む通信を制御する方法は、遠隔局の特性を
特定し、その特性に基づいて通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを含む
。
【００１２】
　この発明の他の観点において、遠隔局装置は、遠隔局の特性を伝送するための送信器と
、その特性に基づいて決定された通信のサービスレベルの質に対する調節を解釈する制御
プロセッサとから構成される。
【００１３】
　この発明の他の観点において、基地局装置は、遠隔局の特性を受信する受信器と、その
特性に基づいて基地局と遠隔局との間の通信のサービスレベルの質を選択する制御プロセ
ッサから構成される。
【００１４】
　この発明の他の観点において、複数の通信局の間で共有リソースを割り当てる方法は、
第１の通信局の第１の特性を特定し、第２の通信局の第２の特性を特定し、第１の特性お
よび第２の特性から、第１の通信局が第２の通信局よりも共有リソースの使用に関してよ
り高い効率を有するかどうかを決定し、第２の通信局が第１の通信局よりも共有リソース
の使用に対してより低い効率を有するとき第２の通信局に、より低いサービスレベルの質
を割り当てることから構成される。
【００１５】
　この発明の他の観点において、共有周波数帯域において、干渉レベルを効率的に低減す
る方法は、第１の受信局の第１の特性を特定し、第２の受信局の第２の特性を特定し、第
１の特性および第２の特性から、第２の受信局が第１の受信局よりもより低い効率を有す
るかどうかを判断し、第２の受信局が第１の受信局よりもより低い効率を有するとき、第
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１の受信局への第１の伝送よりも低いサービスレベルの質を第２の受信局への第２の伝送
に割り当てることから構成される。
【００１６】
　この発明のさらに他の観点において、共有周波数帯域において通信を制御する方法は、
送信器の特性を特定し、その特性に基づいて、その周波数帯域において送信器により送出
される電力レベルを調節するのに使用されるパラメータに対する調節を行なうことから構
成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　一実施の形態は、複数の共通ユーザがリソースを共有する通信システムにおいてサービ
スの質を調節するシステムおよび方法に向けられている。開示される実施の形態は、共通
領域内の複数の遠隔局が、共有の共通周波数帯域を用いて信号を送受信する複数アクセス
スキームを実施する無線システムに関して記載される。そのようなシステムの例は、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、または他の形態のスペク
トル拡散通信を含む。ＣＤＭＡシステムは、ＩＳ－９５、ｃｄｍａ２０００、広帯域ＣＤ
ＭＡ（ＷＣＤＭＡ）およびそれらの後継者に従って設計されるシステムを含むがこれれら
に限定されない。実施の形態は、ＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、および特別な目的のための無線通
信システム並びに当業者に知られている他のシステムにも利用されてもよい。
【００１８】
　図１は、２つの遠隔局（ＲＳｓ）１１０ａおよび１１０ｂ、基地局トランシーバサブシ
ステム（ＢＴＳ）１３０、ネットワーク１４０、および少なくとも１つの基地局トランシ
ーバサブシステム１３０に接続される基地局コントローラ（ＢＳＣ）１５０を含む、スペ
クトル拡散無線通信システム１００を図解する。ＢＴＳ１３０と遠隔局１１０は集合的に
通信局と呼ばれる。制御機能は、基地局コントローラおよび移動体通信向け交換機のよう
な複数のコントローラ間で分担してもよく、コントローラ１５０は、必要に応じて１つ以
上のこれらのコントローラを含んでもよい。他の実施の形態において、コントローラ１５
０は通信局に直接接続してもよいしまたは通信局の一部であってもよい。例えば、ＢＴＳ
１３０はコントローラ１５０と一緒に用いてもよいし、コントローラ１５０内に集積して
もよい。コントローラ１５０は、ネットワーク１４０を介してＢＴＳ１３０に接続される
。
【００１９】
　図１に示すように、ネットワーク１００は、２つの遠隔局、すなわちより低い質の遠隔
局１１０ａとより高い質の遠隔局１１０ｂを含む。これらは、集合的に遠隔局１１０と呼
ばれる。各遠隔局１１０は、２つの無線リンク、すなわちＢＴＳ１３０から遠隔局１１０
への順方向リンクおよび遠隔局１１０からＢＴＳ１３０への逆方向リンク１７０によりＢ
ＴＳ１３０に接続される。ＢＴＳ１３０から遠隔局１１０ａへの通信の場合、方向矢印に
より示されるように順方向リンク１６０ａが使用される。ＢＴＳ１３０から遠隔局１１０
ｂへの通信の場合、順方向リンク１６０ｂが使用される。遠隔局１１０ａからＢＴＳ１３
０への通信の場合、逆方向リンク１７０ａが使用される。遠隔局１１０ｂからＢＴＳ１３
０への通信の場合、逆方向リンク１７０ｂが使用される。
【００２０】
　ＢＴＳ１３０と遠隔局１１０との間の通信は、呼を生起し、呼を受信し、または異なる
ＢＴＳからのハンドオフを実行する遠隔局１１０により確立してもよい。種々の実施の形
態に従って、ＢＴＳ１３０と遠隔局１１０との間の呼の期間中のある点において、遠隔局
１１０の特性を用いて、ＢＴＳ１３０と遠隔局１１０との間の通信（１６０、１７０）に
影響を及ぼす通信パラメータに対する調節を行なってもよい。特に、その特性は、通信に
関連するサービスレベルの質の調節を行なうために使用されてもよい。サービスレベルの
質の調節は、次には、特定の遠隔局が、システム容量または帯域幅のような共有リソース
を消費する割合を調節する。
【００２１】
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　一般に、通信に含まれてもよい任意の局は、通信局と呼ばれる。これは、ＢＴＳ１３０
、遠隔局１１０ａ、及び遠隔局１１０ｂを含む。また、ＢＴＳ１３０は一般に単に基地局
と呼ばれ、この開示において、以下そう呼ぶ。
【００２２】
　複数の通信局、例えば、基地局１３０および遠隔局１１０ａおよび１１０ｂが共有リソ
ースを用いてそれらの間で通信しているときはいつでも、種々の実施の形態を使用しても
よい。一般に、ある量のリソース（例えば、帯域幅）を通信のために利用可能であるかも
しれない。種々の実施の形態は、共有リソース、およびたぶんその上他の関連するリソー
スの使用の効率的な管理を可能にする。共有リソースは、有線ネットワーク、無線ネット
ワーク、またはハイブリッドネットワークに関連していてもよい。複数の通信局により影
響されるリソースは、複数の通信局が直接使用するリソースに必ずしも制限されない。例
えば、セルラーネットワークにおいて、隣接するセルは、互いの通信に干渉を加え、互い
の通信から干渉を受けるであろう。また、セル内の遠隔局間１１０の通信は互いに干渉す
るかもしれない。
【００２３】
　通信局は、それらの伝送を特徴づけるために、通信パラメータを使用する。通信パラメ
ータは、通信のサービスの質に影響を及ぼす可能性があり、サービスの質を改善または低
下させるために使用することもあり得る。いくつかの実施の形態において、サービスの質
の改善は、より多くの帯域幅の使用またはより多くの干渉の作成を犠牲にして生じる。明
らかなように、種々の実施の形態において、サービスの質を改善するために他のトレード
オフを行なってもよい。
【００２４】
　明らかなように、サービスの質は、音声または他の通信のためのデータ転送速度、エラ
ーレート、任意の通信特徴の作動／非作動、および他の種類のパラメータを変更すること
により調節してもよい。いくつかの実施の形態において、サービスの質の増加はシステム
容量を犠牲にして生じる。例えば、スペクトル拡散マルチユーザシステムにおいて、より
高いレベルのサービスの質が割り当てられたユーザの通信に関連するより高い電力の伝送
は、他の通信信号とのより高いレベルの干渉を作りだし、他のユーザーのサービスの質を
減少させる。例えば、第１の基地局からの信号がより高い電力で遠隔局に伝送されなけれ
ばならないとき、これらのより高い電力の伝送は、隣接する基地局の順方向リンク伝送に
より大きな干渉を生じるであろう。
【００２５】
　いくつかの実施の形態におけるサービスの質は、時間に対して変化する条件に依存する
。それゆえ、これらの実施の形態において特定のレベルのサービスの質を配信する固有の
部分は、リアルタイムのサービスの質制御を達成するために計測を行なっている。測定す
ることができる１つの測定基準は、受信した信号強度である。しかしながら、いくつかの
実施の形態において、受信した信号電力は、測定することが困難であり、あるいは、受信
信号の質の最も関連した測定ではないので、他の測定を用いてもよい。使用してもよいい
くつかの測定、
フレームエラーレート、シンボルエラーレート、ビットエラーレート、測定された信号対
雑音比およびドロップパケット(dropped packet)の数を含む。また、信号のいくつかの質
は重要であるが、直接測定することは困難である。例えば、特定の遠隔局１１０が第１の
セルに位置する場合に、第２の隣接するセルにおいて、その遠隔局１１０により生じた干
渉を測定することは困難である。
【００２６】
　同じサービスの質を得るために、より低い質の遠隔局は、より高い質の遠隔局よりもよ
り大きな電力で逆方向リンク信号を伝送する必要があるかもしれない。例えば、より「汚
れた」信号を伝送する遠隔局は、埋め込まれた情報信号が適切に受信されるためにより多
くの全体的な電力が伝送されなければならない。伝送される電力のいくらかは、遠隔局に
対して、および隣接する遠隔局により伝送される信号に対して雑音を生じるだけであろう
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。同様に、同じサービスの質を得るために、基地局は、より高い質の遠隔局よりもより低
い質の遠隔局に対してより大きな電力レベルで順方向リンク信号を伝送する必要があるか
もしれない。これは、順方向リンク信号からの順方向リンク情報を抽出する時に、遠隔局
の受信器がより効率が低いなら、起きるかもしれない。例えば、通信システム１００にお
いて、より低い質の遠隔局１１０ａとより高い質の遠隔局１１０ｂの両方に対して同じサ
ービスの質が所望であれば、順方向リンク１６０ａ上および逆方向リンク１７０ａ上で伝
送される電力は、例えば、それぞれ順方向リンク１６０ａ上および逆方向リンク１７０ｂ
上で伝送される電力を超えるかもしれない。両方の遠隔局が同じ位置にいるとしても、電
力の差異は起こる可能性がある。遠隔局１１０ａへのおよび遠隔局１１０ａからの結果と
して生じる増加された伝送電力は、遠隔局１１０ｂおよび領域内の他の遠隔局および基地
局に供給されるサービスの質に干渉するであろう。
【００２７】
　リソースの非効率な使用を防止するために、種々の実施の形態は、より低い遠隔局１１
０ａに割り当てられたサービスの質を低減することを提供する。そうすることで、コント
ローラ１５０は、システムリソース、例えば、システム容量等を使い果たすことなく、よ
り多数の遠隔局１１０が適切なレベルのサービスの質を得ることを確実にする。大まかに
言えば、種々の実施の形態は、遠隔局の特性を特定し、その特性に基づいてサービスレベ
ルの質を調節する。
【００２８】
　通信のサービスレベルの質は、プロトコルフレームワーク内で供給されるサービスの任
意のレベルを指す。例えば、ＩＳ－９５ｂ（ＣＤＭＡプロトコル）が使用されるプロトコ
ルならば、サービスの質をもたらすいくつかのパラメータは、順方向リンク１６０および
逆方向リンク上１７０上の容認できるフレームエラーレート、順方向リンク上および逆方
向リンク上で伝送されるデータ転送速度、ハンドオフを失敗する確率、呼の期間における
不通の確率、呼を阻止する確率、音声通信に加えてテキストメッセージの使用、ファック
スまたはＨＴＭＬメッセージを送受信する能力、使用される種々のフィードバックパラメ
ータ、電力制御パラメータ等を含む。
【００２９】
　サービスレベルの質を調節する１つの方法は、許容フレームエラーレートを変更するこ
と、フィードバック報告が送信される速度を調節すること、順方向または逆方向リンク上
の最大許容平均データ転送速度を設定することのような、通信パラメータを変更すること
である。
【００３０】
　サービスプロバイダは、すべてのユーザーに対して、セル内またはシステム内の各ユー
ザーのためのサービスの質測定基準の合計を最大化するリソース割り当てのためのスキー
ムを作成するように動機付けをしてもよい。例えば、混雑していない時間中に特定のセル
内の共有リソースが完全に利用されないなら、より高いサービスレベルの質をセル内のす
べてのユーザーに供給してもよい。さらに、より高い質の遠隔局がさらなるサービスの質
を必要としない（すなわち、すでに最大のサービスレベルの質で動作している）場合、さ
もなければより高い質の遠隔局に割り当てたであろうリソースをより低い質の遠隔局に割
り当てることができ、それによりすべてのユーザーに対して全体としてより大きなサービ
スの質を獲得する。
【００３１】
　サービスの質を選択する際の要素として、遠隔局１１０の種々の要素を使用してもよい
。一実施形態において、遠隔局１１０のための特定のサービスレベルの質を選択するため
に使用される特性は、例えば、モバイル製造業者コード、製造業者のモデル番号、ファー
ムウエア改訂番号、およびプロトコル改訂番号（複数の場合もある）を含んでもよい。明
らかなように他の特性を使用してもよい。所望であれば、これれらの特性を、無線接続を
介して遠隔局１１０から基地局１３０に通信してもよい。一実施の形態において、これら
の特性は、「ステータスメッセージ」、「ステータス応答メッセージ」、または「拡張ス
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テータス応答メッセージ」で送信してもよい。これもまた明らかなように他のメッセージ
を使用してもよい。また、いくつかの実施の形態において、遠隔局に不変に関連する固有
の番号から遠隔局の種々の特性を推論してもよい。例示実施の形態において、この固有の
番号は、電子シリアル番号（ＥＳＮ）と呼ばれる。例えば、無線ネットワークは、ＥＳＮ
ｓの特定の範囲が特定の製造業者および／または遠隔局のモデルに相当する演繹的知識を
有してもよい。
【００３２】
　制御情報が遠隔局１１０と基地局１３０との間で通過されると、生の制御情報よりも制
御情報のしるしを伝送することがより効率的であるかもしれない。例えば、遠隔局は、製
造業者の名前を表す実際の文字の代わりにＮビットの製造業者コードを伝送してもよい。
【００３３】
　リアルタイムでサービスの一定の質を維持することは、無線チャネル条件を変更するこ
とに基づいて、伝送される電力、データ転送速度等を調節するような技術を用いて達成さ
れる。特定のサービスレベルの質を維持するために、種々の実施の形態は、基地局１３０
と遠隔局１１０との間の伝搬特性を把握してもよい。これが有効であるかもしれない１つ
の理由は遠近効果である。この効果は、基地局１３０が空間に固定され、遠隔局１１０が
移動するとき生じる。遠隔局１１０の位置が知られていない限り、そして遠隔局の各考え
られる位置に対する伝搬特性が知られていない限り、現在の伝搬特性を直接測定する必要
がある。リアルタイムなサービスの質制御技術において、受信局は、送信局から受信した
信号の質を測定する。受信局は、送信局が送信する電力に対する調節を生じる信号を送信
局に送信する。これらの調節は、時間に対する無線チャネルの特性の変化を補償する。そ
のような時間に対する無線チャネルの特性の変化は、多くの場合受信局または送信局の位
置の変化の結果である。
【００３４】
　一般に、リアルタイムなサービスの質制御技術は、２つのカテゴリ、すなわち開ループ
技術および閉ループ技術に分類してもよい。開ループ電力制御技術および閉ループ電力制
御技術は、技術的によく知られており、アーテックハウス会社(Artech House, Inc.)によ
り１９９８年に出版されたサミュエル・シー・ヤング(Samuel C.Yang)著の「ＣＤＭＡ　
ＲＦ　システムエンジニアリング(CDMA RF System Engineering)」の節４．３．２および
７．５．２のＩＳ－９５システムの文脈に記載されている。ＩＳ－９５において、例えば
逆方向リンク開ループ電力制御は、アクセスプローブを伝送するために使用される。ＩＳ
－９５逆方向リンク閉ループ電力制御において、基地局は、逆方向リンク電力制御ビット
を、すべての電力制御グループ（ＰＣＧ）に、すなわち毎秒８００回伝送する。基地局は
、受信されるＥb／Ｎo（雑音電力で除算されるビットあたりのエネルギー）が逆方向Ｅb

／Ｎo設定点値を越えるかどうかに従って電力制御ビットに伝送される値を変化させる。
例示実施の形態において、逆方向Ｅb／Ｎo設定点値は、遠隔局の製作とモデルまたは他の
特定する特性に基づいて無線ネットワークにより調節してもよい。
【００３５】
　伝送を制御するために閉ループ技術を使用する通信局は、測定値、パラメータ、または
他の計算された量のしるしであってもよい、受信するフィードバックを解釈し、そのフィ
ードバックに基づいて信号パラメータを決定し、これらのパラメータに従ってデータ信号
を伝送する。
【００３６】
　第１の通信局（送信局とも呼ばれる）の伝送を制御するために閉ループ技術が使用され
るとき、その伝送を受信する第２の通信局が役割を果たす。第２の通信局（受信局とも呼
ばれる）は、受信したデータ信号の質を測定し、データ信号の質に基づいてフィードバッ
クを決定し、フィードバックまたはフィードバックのしるしを伝送する。閉ループプロセ
スは、２つのループ、すなわち、第２の通信局（すなわち、受信局）が受信した信号を解
釈し、フィードバックを発生する内部ループ、および第１の通信局（送信局とも呼ばれる
）がフィードバックを受信し、フィードバックに基づいて信号パラメータを調節する外部
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ループと見なすことができる。
【００３７】
　種々の実施の形態は、通信局の特性に基づいてサービスレベルの質を選択する際に、お
よび一度選択されたそのレベルを実施する際に柔軟性を提供する。さらに、サービスレベ
ルの質は、いつでも変更してもよく、実際に、過去の、現在のおよび予測される条件に基
づいて動的に調節してもよい。
【００３８】
　サービスレベルの質を調節するための１つの方法は、伝送されるデータ転送速度を変更
することである。シャノンの理論は、より高いデータ転送速度を得るために、より多くの
電力を伝送する必要があることを求めている。遠隔局１１０と基地局１３０の両方とも準
方向リンク１６０または逆方向リンク１７０上に伝送されるデータ転送速度を変更するこ
とができる。これを行なう１つの方法は、サービスレベルの質により決定される一定の速
度でシンボルまたはフレームを送信することである。
【００３９】
　順方向チャネル伝送速度および逆方向チャネル伝送速度は交渉の余地がある。すなわち
、遠隔局からの入力は、例えば、遠隔局が送受信できる速度を基地局１３０に伝えること
が可能である。一実施の形態において、シャノンの理論によれば、伝送されるシンボルあ
たりのエネルギーは、おおよそデータ転送速度に比例する。シンボルあたりのエネルギー
は、順方向リンクおよび逆方向リンクの間で、あるいは同一リンク上でさえも異なっても
よい。
【００４０】
　データ転送速度は一定である必要がない。データ転送速度は短期間および長期間にわた
って、変化してもよい。例えば、伝送されるフレーム内のパケットは、単一フレーム内で
あっても、異なるデータ転送速度を得る異なる電力／サイズレベルのパケットであってよ
い。従って、１フレーム期間中のデータ転送速度は、パケットタイプ、例えば、フルレー
トパケット、ハーフレートパケット、１／４レートパケット、１／８レートパケット、ま
たはヌルレートパケットを選択することにより選択してもよい。その間の任意の他のレー
トは、例えば第１のパケットはフルレート、Ｎのパケットは１／２レート、Ｍのパケット
は１／４レト等の任意のアルゴリズムに従って伝送中にパケットの種類を混合することに
より、取得してもよい。あるいは、ハーフレートとフルレートとの間にある最大データ転
送速度を供給するためにランダムに選択されたパターンでフルレートフレームの所定部分
をハーフレートフレームと置き換えることができる。無線音声伝送において、データ転送
速度を制限するための標準化された技術は、１９９８年８月の日付のある、「広帯域スペ
クトル拡散システムのための音声サービスオプション規格(SPEECH SERVICE OPTION STAND
ARD FOR WIDEBAND SPREAD SPECTRUM SYSTEM)」というタイトルのＴＩＡ／ＥＩＡ－９６－
Ｃ、１９９７年１月の日付のある、「広帯域スペクトル拡散デジタルシステムのための強
化された可変レートコーデック、音声サービスオプション３(ENHANCED VARIABLE RATE CO
DEC, SPEECH SERVICE OPTION 3 FOR WIDEBAND SPREAD SPECTRUM DIGITAL SYSTEMS)」とい
うタイトルのＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１２７、および１９９８年３月の日付のある「広帯
域スペクトル拡散通信システムのための高速音声サービスオプション１７(HIGH RATE SPE
ECH SERVICE OPTION 17 FOR WIDEBAND SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEMS)」とい
うタイトルのＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－７３３に論じられている。
【００４１】
　これらの方法または他の方法において、伝送される速度の特定の比を有する多様な速度
でパケットを送信してもよい。明らかなように、複数のパケットの複数の速度は、記載さ
れた方法でまたは他の方法で決定してもよい。サービスの質はリアルタイムで調節するこ
とができるので、サービスレベルの質は一定のサービスの質を特定する必要はない。無線
通信システムは、任意の数のシステム基準に基づいて種々の遠隔局に対するサービスの質
を変えてもよい。例えば、システムとのアクティブ通信においてほんのわずかの遠隔局が
関係しているような、システムに少しばかり負荷がかかっているなら、システムは標準レ
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ベルのサービスの質を低品質の遠隔局にさえも供給してもよい。しかしながら、無線通信
システムに、より重く負荷がかかるようになると、システムはいくつかの遠隔局に供給さ
れるサービスの質を低減することによりサービスできる遠隔局の数を最大化しようとする
かもしれない。この場合、サービスの質の低減のために最初に選択された遠隔局は、より
低い質を有するとして特定される遠隔局自身である。サービスの質における選択的な低減
は、アクティブ遠隔局の数またはシステム内の１つ以上の基地局の全体の伝送電力レベル
のような、任意の数の測定可能なパラメータに基づいていてもよい。無線通信システムは
、選択された遠隔局にメッセージを送信することにより選択された遠隔局に対するサービ
スの質を調節することができる。例えば、一実施の形態において、無線通信システムは、
伝送に使用される調節された最大データ転送速度を特定する帯域内制御メッセージを選択
された遠隔局の各々に送信することにより、選択された遠隔局の各々に低減された逆方向
リンクデータ転送速度で伝送させることができる。代わりの実施の形態において、無線通
信システムは、遠隔局の特定された部分集合にそれらの逆方向リンクのサービスの質を低
減するように指示するブロードキャストメッセージを送信してもよい。逆方向速度のサー
ビスの質の低減に加えて、無線通信システムは、選択された遠隔局の各々に対する順方向
リンクデータ転送速度を低減してもよい。
【００４２】
　特定の遠隔局に供給されるサービスレベルの質は、遠隔局の特性に基づいていてもよい
し、特定の遠隔局に特有でない種々の他の考慮すべき事項に基づいていてもよい。使用し
てもよい遠隔局の特性は、製造業者、モデル、または他のハードウエアまたはソフトウエ
ア構成情報を含む。一実施の形態において、無線通信ネットワークは、無線で情報を検索
することにより、またはこの情報を含むネットワーク内のデータベースをアクセスするこ
とによりそのような遠隔局情報を取得する。単一の遠隔局に特有でない他の考慮すべき事
項は、明らかなように１つのセルおよび隣接するセル内の現在の通信、平均呼期間、呼の
平均到着速度、ハンドオフ統計値、および他の考慮すべき事項を含む。選択されたサービ
スレベルの質を実施するアルゴリズムにより最適化される目的関数は、呼受け入れおよび
阻止レート、データ転送速度、およびドロップコールのような事柄を含んでいてもよい。
データ転送速度および電力制御を決定するために使用されるアルゴリズムは、効率と社会
的効用、基地局および隣接する基地局における現在のトラヒックレベル、および遠隔局の
質の割合を含んでもよい。
【００４３】
　サービスの質制御のある効果はすでに示した。例えば、電力制御アルゴリズムは、サー
ビスレベルの質により決定してもよい。また、データ転送速度は、呼の期間に対して設定
されるかまたは条件を考慮してアルゴリズムにより動的に決定されることにより、決定し
てもよい。一般的なシステムにおいて、データ転送速度と送信電力は別箇に制御される。
一実施の形態は、開ループまたは閉ループにおいて、他の信号および他の因子とともにデ
ータ転送速度と伝送電力が生成する干渉に基づく一般的な制約内で送信器および受信器が
最適なサービスの質に達する可能性があるシステムにおいて、データ転送速度と伝送電力
が一緒に制御されることを可能にする。これは、サービスの質基準または明らかなように
他の方法に基づいて結合音声／チャネル符号化を介して達成してもよい。
【００４４】
　サービス質制御の他の効果は、テキストメッセージ、ビデオ、ファックス、インターネ
ット閲覧、および関連するデータ転送速度、エラーレート、および電力レベルのような使
用可能な特徴を含んでよい。任意の通信の質は、明らかなように種々の特性を有する種々
の通信局の中で、干渉、時間、および帯域幅制限を交換するために処理されるようにして
もよい。
【００４５】
　サービスの質の判断は、他の通信遠隔局に干渉する電力レベル以外の事柄に影響を及ぼ
すことができる。例えば、ＴＤＭＡシステムにおいて、サービスレベルの質は、例えば、
タイムスロットのサイズまたは周波数を調節することにより、どのくらいの時間が遠隔局
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の通信に割り当てられるかについて影響を及ぼしてもよい。ＦＤＭＡシステムにおいて、
例えば、送信器の周波数帯域前後の保護周波数帯域幅を変更することにより、どのくらい
の帯域幅が割り当てられるかについて影響を及ぼしてもよい。ＯＦＤＭにおいて、割り当
てられる一組の周波数帯域の１つ以上の特性を調節してもよい。明らかなように、ＴＤＭ
Ａ、ＦＤＭＡ、スペクトル拡散、および他のプロトコルは組み合わせて使用してもよい。
サービスの質は、ある遠隔局が他の遠隔局に対して有する通信の優先度を記載することが
できる。種々の通信局の間で性能の平衡を保つ多くの方法がある。
【００４６】
　フィードバックは、多くの種類の制御情報およびパラメータを用いて、たぶん、パラメ
ータが通信局の間で通過するとき、パラメータのしるしを用いて、多くの方法で実施して
もよい。例えば、受信器は、受信信号の質（すなわち、性能の基準）に基づいて送信器に
通信パラメータのしるしを伝送してもよい。これらの伝送は、非同期にまたは周期的に行
なってもよい。送信器は、伝送されたデータ信号の質を調節するために送信器が受信する
新しい通信パラメータを使用してもよい。一実施の形態において、基地局１３０は、遠隔
局１１０の特性に基づいてフィードバックパラメータを決定し、遠隔局が使用するであろ
う任意のパラメータを遠隔局１１０に通信する。フィードバックのために通信局により使
用してもよいパラメータは、電力制御、速度制御等のような、順方向リンクおよび逆方向
リンクのサービスの質制御のための動作モードを含む。また、外部ループフィードバック
制御および内部ループフィードバック制御の両方のためのパラメータがあってもよい。明
らかなように、制御パラメータは、目標フレームエラーレート、最小信号対雑音比設定値
、最大信号対雑音比設定値、電力制御インジケータ、および他のパラメータを含んでもよ
い。
【００４７】
　明らかなように、フィードバックの目的のために測定してもよい信号の質は、信号対雑
音比（ＳＮＲ）、フレームエラーレート、受信電力、欠損パケット、周囲の干渉レベル、
任意の種類のフェージング情報、および任意の他の質を含む。受信局により行なわれるこ
れらの質の測定は、報告書に要約して、送信局に送り返してもよい。あるいは、これらの
質の測定は、パラメータおよびパラメータに対する調節を決定するために使用してもよく
、これらのパラメータのしるしを送信局に送信してもよい。別の代替案は、受信局が受信
したデータ信号についての未加工の質データを送信局に継続的に伝送することであろう。
さらに他の代替案は、受信局が必要に応じて質報告書を送信することである。いくつかの
実施の形態において、送信局または受信局は、これらのまたは他のフィードバック機構の
いずれかをオンまたはオフすることができる。
【００４８】
　受信局は、パラメータまたはパラメータに対する変更、またはパラメータのしるしを送
信局に送信することによりサービスの質を直接制御してもよい。あるいは、受信局は、送
信局が解釈する質報告書を送信し、それにより間接的にサービスの質を制御してもよい。
受信局は、閾値または他の基準に達したときまたは必要に応じて、フィードバックを定期
的に送信してもよい。閾値フィードバック、増分フィードバック、定期報告フィードバッ
ク、および消失インジケータビットフィードバックを含む、パラメータが直接送信されな
い種々の種類のフィードバックがある。これらの各々および他の種類のフィードバックは
、どのようにフィードバックが実施されるか、および閾値、調節、および他の効果が何で
あるかを記載するパラメータにより特徴づけられてもよい。
【００４９】
　閾値フィードバックにおいて、受信局は、受信信号の質を監視し、質が閾値を越えると
、表示または報告書を伝送する。送信局は、閾値フィードバック表示が受信されると、サ
ービスの質の増加を適用する。一実施の形態において、送信局は、電力のような、伝送さ
れる信号の質を徐々に低下させる。受信局は、送信局から受信した信号の質を監視する。
受信局は、フレームエラーレート、シンボルエラーレート、ビットエラーレート等のよう
な上述した種々の基準のいずれかを監視してもよい。受信信号の質が閾値を下回ると、受
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信局は、フィードバック表示を送信局に送信する。従って、フィードバック表示に応答し
て、送信局は、伝送信号の質を改良する。一実施の形態において、伝送信号の質は一定の
量だけ改善される。他の実施の形態において、伝送信号の質は可変量で改善される。上述
のＩＳ－９５規格において特徴づけられる「電力測定報告メッセージ」は閾値フィードバ
ックの一例である。
【００５０】
　増分フィードバックにおいて、受信局は、増分または増分のしるしを規則的な間隔で送
信する。しるしは、伝送電力のようなサービスパラメータの質に対する「上昇」または「
下降」調節を示す単一ビットであってよい。一実施の形態において、受信局は、各ビット
が送信局の送信電力における増加または減少を示す単一ビットを送信局に送信する。例え
ば、受信局は、１．２５ミリ秒毎に１ビットを送信してもよい。「上昇ビット」を受信す
ると、送信局は、受信局に伝送される信号の電力を「上昇調節量」だけ増加する。「下降
ビット」を受信すると、送信局は、受信局に伝送される信号の電力を「下降調節量」だけ
減少する。「上昇調節量」は「下降調節量」と同じ値であってもよいし、異なっていても
よい。
【００５１】
　定期報告フィードバックにおいて、受信局はある期間における受信信号の質の報告書を
作成し、その報告書を送信局に送信する。報告書が作成される方法は、パラメータにより
調節してもよい。送信局は定期報告を解釈し、伝送されるデータ信号のサービスレベルの
質を調節する。報告書を作成することができる方法は、所定の継続期間の時間間隔におい
て、いくつのフレームが受信されたかおよびいくつが正しく受信されたかを記録すること
を含む。
【００５２】
　消失インジケータビットフィードバックにおいて、受信局は、最新のフレームが正しく
受信されたかどうかというような、受信信号の質の迅速でリアルタイムな記述子を送信す
る。例えば、送信局が２０ミリ秒毎に１フレームを伝送する場合、受信局は、前回のフレ
ームがエラーなく受信されたかどうかを示す消失インジケータビットを２０ミリ秒毎に送
信局に送信する。一実施の形態において、「１」は、（消失としても知られる）エラーを
有して受信されるフレームを示し、「０」は、エラー無しで受信されるフレームを示す。
消失インジケータビットの使用の一例は、ＡＮＳＩ／ＴＩＡ／ＥＩＡ－９５－Ｂ－１９９
９（特に、セクション６．２．２．３）に詳細に記載されている。送信局は、入ってくる
フィードバックを解釈し、伝送信号の質に対する調節を行なう。フィードバックは、例え
ばフィルタを介して解釈してもよい。
【００５３】
　図２は、例示実施の形態の動作を図解する。動作２１０において、遠隔局の特性が特定
される。明らかなように、特性は基地局または遠隔局において、特性は、積極的にまたは
消極的に、局所的にまたは間接的に、内部的にまたは特性または特性のしるしを受信する
ことにより、または他の方法で特定してもよい。一実施の形態において、遠隔局は、遠隔
局の製造業者を示すメッセージを基地局に送信する。一実施の形態において、遠隔局は、
遠隔局のモデルを示すメッセージを基地局に送信する。動作２２０において、特性が製造
業者、モデルであろうと、または製造業者とモデルの両方を示す場合であろうと、その特
性に基づいて、サービスレベルの質に対する調節が行なわれる。明らかなように、その調
節は、積極的または消極的であってもよいし、送信器または受信器、遠隔局または基地局
で、または他の方法で行なってもよい。一実施の形態において、基地局は、遠隔局により
伝送される最大データ転送速度をフルレート未満の値に制限するように遠隔局に指示する
メッセージを遠隔局に送信する。さらに、その調節は、局所的にまたは間接的に、または
それらの組合せで定められるであろう効果を有してもよい。サービスレベルの質は、静的
または動的、独立または条件の関数等であってもよい。調節は、サービスレベルの質に対
する変更、サービスレベルの質の選択、サービスレベルの質の作成等であってよい。
【００５４】
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　図３は、例示実施形態の閉ループ実施を図解する。上述したように、動作２１０におい
て、遠隔局の特性が特定される。動作３１０において、サービスレベルの質を供給するた
めに、特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節が行なわれる。明らかなよ
うに、フィードバックパラメータは、任意のフィードバックアルゴリズムに使用してもよ
い。一実施の形態において、調節されるフィードバックパラメータは、増分フィードバッ
ク信号を基地局に送信する際に遠隔局により使用される閾値である。
【００５５】
　図４および図５は、図３に図解される実施の形態の特定の閉ループの実施の形態を図解
する。図４は、受信局においてフィードバックプロセスに対する調節が行なわれる実施の
形態を図解する。動作２１０において、遠隔局の特性が特定される。動作４１０において
、フィードバックを決定するために使用されるパラメータに対する調節が引き起こされ、
特性に基づいてサービスレベルの質を供給する。図５は、送信局においてフィードバック
プロセスに対する調節が行なわれる実施の形態を図解する。動作２１０において、遠隔局
の特性が特定される。動作５１０において、フィードバックを解釈するために使用される
パラメータに対する調節が行なわれ、特性に基づいてサービスレベルの質を供給する。
【００５６】
　図６は、例示実施の形態の開ループ実施を図解する。動作２１０において、遠隔局の特
性が特定される。動作６１０において、特性および受信信号の質に基づいて伝送信号の質
に対する調節が行なわれる。図６の動作を実施するプロセスの簡単な例は、送信局が受信
データ信号の受信電力に基づいて伝送されたデータ信号の電力レベルを決める場合であろ
う。
【００５７】
　図７は、図６に図解する実施の形態の特定の閉ループの実施の形態を図解する。動作７
１０において、遠隔局の特性のしるしが基地局１３０において受信される。これらのしる
しは、遠隔局の特性を推論することができる任意の取り決められたデータであってよく、
１ビットのデータから任意のビット数のサイズに及んでもよい。動作７２０において、サ
ービスレベルの質は、特性に基づいて決定される。
【００５８】
　図８は、一実施の形態に従って、遠隔局８１０、ＢＴＳ８３０、およびＢＳＣ８５０を
含むスペクトル拡散無線通信システムを図解する。順方向リンク８６０は、ＢＴＳ８３０
から遠隔局への伝送を含む。逆方向リンク８７０は、遠隔局８１０から基地局８３０への
伝送を含む。リンク８８０はＢＴＳ８３０をＢＳＣ８５０と接続する。
【００５９】
　遠隔局８１０は、アンテナ８１２、モデム８１４、ボコーダ８１６、プロセッサ８１８
およびメモリ８２０を含む。アンテナ８１２はモデム８１４に接続される。モデム８１４
はボコーダ８１６とプロセッサ８１８に接続される。ボコーダはプロセッサ８１８に接続
される。プロセッサはメモリ８２０に接続される。
【００６０】
　アンテナ８１２は順方向リンクを介してＢＴＳｓからの信号を受信し、逆方向リンクを
介して信号をＢＴＳｓに伝送する。遠隔局８１０はまた受信信号を濾波し、増幅器し、ダ
ウンコンバートし、デジタル化する受信器（図示せず）を含む。モデム８１４は、デジタ
ル化された信号を復調する復調器（図示せず）を含む。復調器は、送信基地局で実行され
る信号処理機能の逆を実行する。例えば、復調器は、デインターリービング、復号、およ
びフレームチェック機能を実行してもよい。復調された信号はプロセッサ８１８に供給さ
れる。プロセッサ８１８は、復調された信号から抽出されたデータをメモリ８２０に記憶
することができる。
【００６１】
　ボコーダ８１６は、遠隔局８１０においてデジタル化された音声サンプルのフレームを
圧縮し符号化し、それにより遠隔局のユーザの音声のボコードされたデータを作成する。
ボコーダの機能は、音声に固有な自然の冗長性を取り除くことによりデジタル化された音
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声信号を低ビットレート信号に圧縮することである。例示ボコーダは、この発明の譲受人
に譲渡された、１９９８年７月７日に発行された「可変レートボコーダ(VARIABLE RATE V
OCODER)」というタイトルの米国特許番号５，７７８，３３８に開示されている。ボコー
ドされたデータは、モデム８１４に供給される。モデム８１４は、ボコードされたデータ
を変調する変調器（図示せず）を含み、変調された信号を作成する。遠隔局８１０は、ま
た、アンテナ８１２を介した無線の逆方向リンク伝送のために変調された信号をアップコ
ンバートし、濾波し、増幅する送信器（図示せず）を含む。
【００６２】
　メモリ８２０は、サービスの質を選択する際の因子として使用してもよい、遠隔局の種
々の特性を記憶する。一実施の形態において、遠隔局８１０のための特定のサービスレベ
ルの質を選択するために使用される特性は、例えば、モバイル製造業者コード、製造業者
のモデル番号、ファームウエア改訂番号、およびプロトコル改訂番号（複数の場合もある
）。動的特性および静的特性の両方を使用して、遠隔局８１０のための特定のサービスレ
ベルの質を選択してもよい。明らかなように、他の特性を使用してもよい。一実施の形態
において、遠隔局の特性は、ハードウエアにもある。ハードウエアにおいて発見される可
能性がある遠隔局の一例の特性はＡＳＩＣ改訂番号である。
【００６３】
　メモリ８２０はまた、サービスの質を選択する際の因子として使用してもよい、遠隔局
の特性のしるしを記憶してもよい。一実施の形態において、明らかなように、遠隔局の特
性のしるしは、例えばボコーダレート、リンクの質、および他のしるしを含んでいてもよ
い。
【００６４】
　これらの特性としるしは、逆方向リンク８７０を介して遠隔局８１０から基地局８３０
に伝送され、リンク８８０を介して基地局８３０からＢＳＣ８８０に伝送される。一実施
の形態において、あきらかなように、それらは、「ステータスメッセージ」、「ステータ
ス応答メッセージ」、「拡張ステータス応答メッセージ」で送信してもよい。
【００６５】
　一実施の形態において、これらの特性およびしるしは、これらの特性およびしるしを要
求するＢＳＣメッセージに応答して基地局８３０に伝送してもよい。ＢＳＣ８５０は、こ
れらの特性およびしるしが基地局８３０に伝送されることおよび基地局８３０からＢＳＣ
８５０に伝送されることをいつ要求するかを決定する。代わりの実施の形態において、こ
れらの特性およびしるしは、遠隔局８１０によりスケジュールされるメッセージで基地局
８３０に伝送されてもよい。
【００６６】
　図９は、一実施の形態に従って、サービスレベルの質を調節するための方法を図解する
フローチャートである。ステップ９０２において、ＢＳＣ８５０は、最終的に遠隔局８１
０に伝送されるであろう要求メッセージを発生する。要求メッセージは、遠隔局が、遠隔
局８１０の特性および特性のしるしをＢＳＣ８５０に返送するように要求する。
【００６７】
　ステップ９０４において、ＢＳＣ８５０は、リンク８８０を介して基地局８３０に要求
メッセージを送信する。ＢＳＣ８５０はボコーダ８５２およびプロセッサ８５４を含む。
ボコーダ８５２は、プロセッサ８５４に接続される。ボコーダ８５２は、デジタル化され
た音声サンプルのフレームをＢＳＣ８５０において圧縮し、符号化し、それにより遠隔局
に送信されるボコードされたデータを作成する。
【００６８】
　ステップ９０６において、基地局は、ＢＳＣ８５０から要求メッセージを受信し、要求
メッセージを符号化し、それにより符号化された要求メッセージを作成し、符号化された
要求メッセージを遠隔局８１０に送信する。基地局８３０は、アンテナ８３２、モデム８
３４、サービスの質（ＱｏＳ）コントローラ８３６、およびメモリ８３８を含む。アンテ
ナ８３２はモデム８３４に接続される。モデム８３４はサービスの質コントローラ８３６
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に接続される。サービスの質コントローラ８３６はメモリ８３８に接続される。
【００６９】
　ステップ９０８において、遠隔局８１０は、符号化された要求メッセージを受信し、符
号化された要求メッセージを復号する。遠隔局８１０は、要求メッセージ内で要求される
遠隔局８１０の特性および特性のしるしに関してメモリ８２０に問合せを行い、応答メッ
セージを形成する。応答メッセージは、要求された遠隔局８１０の特性および特性のしる
しを含む。次に、遠隔局８１０は、応答メッセージを、逆方向リンク８６０を介して基地
局８３０に送信する。
【００７０】
　アンテナ８３２は、逆方向リンク８６０を介して遠隔局から信号を受信し、順方向リン
ク８７０を介して遠隔局に信号を伝送する。基地局８３０は、受信信号を濾波し、増幅し
、ダウンコンバートし、デジタル化する受信器（図示せず）を含む。モデム８３は、デジ
タル化された信号を復調する復調器（図示せず）を含む。復調器は、送信遠隔局において
実行される信号処理機能の逆を実行する。例えば、復調器は、デインターリービング、復
号、およびフレームチェック機能を実行してもよい。復調された信号は、ＱｏＳコントロ
ーラ８３６に供給される。従って、ＱｏＳコントローラ８３６は、復調された信号から抽
出されたデータをメモリ８３８に記憶することができる。復調された信号は、遠隔局８１
０から受信したメッセージを含む。
【００７１】
　ステップ９１０において、基地局８３０は応答メッセージを復号し、復号された応答メ
ッセージをリンク８８０を介してＢＳＣ８５０に供給する。一実施の形態において、ＢＳ
Ｃ８５０は、ＢＳＣ８５０が基地局８３０から受信する復号された応答メッセージから、
遠隔局８１０の特性および特性のしるしを決定する。一実施の形態において、基地局８３
０は、逆方向リンク８６０の質から遠隔局８１０の特性および特性のしるしを決定する。
一実施の形態において、プロセッサ８５４は、遠隔局８１０の種々の特性および特性のし
るしを推測する。
【００７２】
　一実施の形態において、ＢＳＣ８５０は、遠隔局の特性を特定し、特性に基づいてサー
ビスの質に対する調節を行なう。他の実施の形態において、ＢＳＣ８５０は、遠隔局の特
性を特定し、特性に基づいてサービスパラメータの質を供給するためにフィードバックパ
ラメータに対する調節を行なう。さらに他の実施の形態において、ＢＳＣ８５０は遠隔局
の特性を特定し、特性に基づいてサービスレベルの質を供給するために、フィードバック
を決定するために使用されるパラメータに対する調節を行なう。他の実施の形態において
、ＢＳＣ８５０は、遠隔局の特性を特定し、特性に基づいてサービスレベルの質を供給す
るために、フィードバックを解釈するために使用されるパラメータに対する調節を行なう
。他の実施の形態において、遠隔局の特性を特定し、特性および受信信号の質に基づいて
伝送される信号の質に対する調節を行なう。さらに、他の実施の形態において、ＢＳＣ８
５０は遠隔局の特性のしるしを受信し、特性に基づいてサービスレベルの質を調節する。
【００７３】
　ステップ９１２において、ＢＳＣ８５０は遠隔局８１０に対するＱｏＳコマンドを形成
することによりサービスレベルの質を調節する。ＱｏＳコマンドは、遠隔局８１０のサー
ビスの質を変更するように命令する。一実施の形態において、遠隔局８１０は、逆方向電
力、ボコーダレート、または当業者に明らかであるように、サービスの質を変更するであ
ろうその他のパラメータを減少することによりサービスの質を変更する。
【００７４】
　ＱｏＳコマンドを形成するに加えて、ＢＳＣ８５０は、一実施の形態に従って、調節さ
れたサービスの質に基づいて基地局８３０に対する調節された電力構成メッセージを発生
する。電力構成メッセージコマンドは、調節されたサービスの質に基づいて順方向リンク
８７０の電力を支配する。
【００７５】
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　ステップ９１４において、ＢＳＣ８５０は、ＱｏＳコマンドを基地局８３０に送信する
。ＱｏＳコマンドに加えて、ＢＳＣ８５０は、一実施の形態に従って、電力構成メッセー
ジを基地局８３０に送信する。サービスコントローラ８３６の質は、電力制御パラメータ
、ボコーダレートパラメータ、フィードバックパラメータ、フィードバックを使用するた
めに決定されるパラメータ、フィードバックを解釈するために使用されるパラメータ、受
信信号の質、伝送信号の質、遠隔局の特性の受信されたしるし、およびサービス表示の質
のような、サービスパラメータの任意の質をメモリ８３８に記憶する。
【００７６】
　ステップ９１６において、基地局８３０は、基地局がＢＳＣ８５０から受信するＱｏＳ
コマンドを符号化し、符号化されたＱｏＳコマンドを遠隔局８１０に送信する。遠隔局８
１０はＱｏＳコマンドを復号し、ＱｏＳコマンドに従って、サービスレベルの質を調節す
る。ステップ９１８において、遠隔局８１０とＢＳＣ８５０は、サービスレベルの調節さ
れた質に基づいてボコーダレベルを調節することによりボコーダを構成する。さらに、遠
隔局８１０と基地局８３０は、サービスレベルの調節された質に基づいて電力制御パラメ
ータを調節する。電力制御パラメータは、上昇または下降電力コマンドの電力制御設定点
および大きさを含む。
【００７７】
　電力制御ループは、逆方向リンクの伝送を制御するために使用することができる。一実
施の形態において、電力制御ループは、基地局において逆方向リンク伝送電力を測定し、
フィードバックを遠隔局８１０に供給し、逆方向リンク伝送電力を調節するために使用す
ることができる。フィードバック信号は、測定された逆方向リンク伝送電力を基地局にお
ける電力制御設定点と比較することにより発生される電力制御コマンドの形式をとること
ができる。測定された逆方向リンク伝送電力が設定点を下回るなら、遠隔局８１０に供給
されるフィードバック信号は、逆方向リンク伝送電力を増加するために使用される。測定
された逆方向リンク伝送電力が設定点を上回るなら、遠隔局８１０に供給されるフィード
バック信号は、逆方向リンク伝送電力を減少するために使用される。従って、順方向リン
ク８７０の電力は、設定点を調節することにより調節することができる。一実施の形態に
従って、電力制御設定点は、ＢＳＣ８５０からの電力構成メッセージに基づいて調節され
る。
【００７８】
　一実施の形態において、順方向リンク８６０上の負荷が閾値を下回るなら、順方向リン
ク伝送上のサービスの質は、影響されない。同様に、一実施の形態において、逆方向リン
ク８７０上の負荷が閾値を下回るなら、逆方向リンク伝送上のサービスの質は影響されな
い。一実施の形態において、通信リンク上のサービスの質の調節は、遠隔局８１０の特性
、または特性のしるしだけでなく、通信リンクの負荷にも基づく。一実施の形態において
、通信リンク上の負荷が少なければ少ないほど、通信リンク上のサービスの質の調節が少
ない。
【００７９】
　当業者は、ここに記載される情報および信号は、種々の異なる技術および技法のいずれ
かを用いて表しても良いことを理解するであろう。例えば、上記記述を通して参照されて
よいデータ、情報、信号およびビットは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光
学場または光学粒子、またはその任意の組み合わせによって表現されてよい。ここで、参
照される遠隔局は、セルラー、ＰＣＳまたは無線電話、無線モデムまたは他の無線通信装
置であってよい。
【００８０】
　当業者は、さらに、ここに開示された実施の形態に関連して記載された種々の例示アル
ゴリズム動作は、電子ハードウエア、コンピュータソフトウエア、または両方の組合せと
して実施してもよいことを理解するであろう。ハードウエアとソフトウエアのこの互換性
を明確に説明するために、多様な例示的構成要素および動作が、一般にそれらの機能の観
点から記載した。このような機能性がハードウェアとして実現されるのか、あるいはソフ
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トウェアとして実現されるのかは、特定の用途及び全体的なシステムに課される設計制約
に依存する。当業者は、それぞれの特定の用途のために変化する方法で説明された機能性
を実現してよいが、このような実現の決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こすと解
釈されるべきではない。
【００８１】
　ここに開示される実施の形態に関連して記載される種々の例示的動作および機能は、汎
用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論
理装置、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウエ
ア構成要素、またはここに記載される機能を実行するように設計されるそれらの任意の組
合せを用いて実施または実行してもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであっ
てよいが、代替策ではプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラまたは状態機械であってよい。プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、
ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰと連動する１
つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実施してもよい。
【００８２】
　ここに開示された実施形態に関連して説明された方法またはアルゴリズムの動作は、ハ
ードウェア内、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内、あるいは２つ
の組み合わせの中で直接的に具現化されてよい。ソフトウェアモジュールはＲＡＭメモリ
、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ
、ハードディスク、取り外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または技術で既知である任意
の他の形式の記憶媒体に常駐してよい。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読
み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに接続して
もよい。あるいは、記憶媒体はプロセッサに一体化してよい。プロセッサと記憶媒体は、
ＡＳＩＣに常駐してもよい。ＡＳＩＣは、基地局、遠隔局、またはコントローラのような
通信局に常駐してもよい。別の方法では、プロセッサおよび記憶媒体は、通信局またはコ
ントローラ内にディスクリートな構成要素として常駐してもよい。
【００８３】
　ここに記載した種々の実施の形態に加えて、他の実施の形態および変形例は、以下のク
レームの範囲内にある。例えば、サービスの質に関する決定は、遠隔局または連帯して行
なってもよい。さらに、この発明の種々の実施の形態、基地局である必要はない。例えば
、無線の特別な目的のためのネットワークを利用してもよい。通信システムは、拡散スペ
クトルまたは無線である必要はない。例えば、有線ＬＡＮまたは他の通信ネットワークで
あってもよい。制御される信号はデータ信号である必要はない。同様に制御信号であって
もよい。
【００８４】
　開示された実施の形態の上述の記載は、当業者がこの発明を製作または使用することを
可能にするために提供される。これらの実施の形態に対する種々の変更は、当業者に容易
に明白であろう、そしてここに定義される包括的原理は、この発明の精神または範囲から
逸脱することなく他の実施の形態に適用してもよい。従って、この発明はここに示される
実施の形態に限定されることを意図したものではなく、ここに開示される原理および新規
な特徴に一致する最も広い範囲が許容されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は実施の形態が動作する実例となる動作環境を示す。
【図２】図２は、サービスの質に対する調節が特性に基づく一実施の形態の動作を図解す
るフローチャートである。
【図３】図３は、フィードバックパラメータが調節されて特性に基づいてサービスの質を
供給する閉ループシステムにおける一実施の形態の動作を図解するフローチャートである
。
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【図４】図４は、フィードバックを決定するために使用されるパラメータが調節され特性
に基づいてサービスの質を供給する閉ループシステムにおける一実施の形態の動作を図解
するフローチャートである。
【図５】図５は、フィードバックを解釈するために使用されるパラメータが調節され、特
性に基づいてサービスの質を供給する閉ループシステムにおける一実施の形態の動作を図
解するフローチャートである。
【図６】図６は、開ループシステムにおける一実施の形態を図解するフローチャートであ
る。
【図７】図７は、サービスレベルの質が遠隔局以外のエンティティ(entity)により決定さ
れるシステムにおける一実施の形態の動作を図解するフローチャートである。
【図８】図８は、一実施の形態に従って、遠隔局、基地局、および基地局コントローラを
含むスペクトル拡散無線通信システムを図解する。
【図９】図９は、一実施の形態に従ってサービスレベルの質を調節する方法を図解するフ
ローチャートである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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